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                                                      管理課長

     コンクリートに関する土木工事施工管理基準について（通知）

  このことについて、下記のとおり通知しておりますが適用に当たり不統
一な点が見受けられます。
  ついては、別紙のとおりコンクリートに関する土木工事施工管理基準を
取りまとめたので職員にお知らせください。

                             記

１  鳥取県土木工事共通仕様書及び土木工事施工管理基準の一部改正につ
　いて（通知）
　平成４年２月２８日付発管第２０７号
２  コンクリートの品質管理基準等の取扱いについて（通知）
　平成４年３月３０日付発管第２３６号
３  港湾構造物の管理基準等の取扱について（通知）
　平成４年３月３０日付発管第２４１号

         コンクリートに関する土木工事施工管理基準一覧表

                                 【鳥取県土木部管理課技術管理室作成】
１  品質管理基準

    ※  平成４年３月３０日付発管第２３６号で通知
        空気量を測定する場合、現場説明書のその他の項に施工条件の明示を
        行うこととしている。

    
  なお、小型構造物（２）及び練ブロック積の胴込・裏込コンクリート、捨コンクリートについては適用しない。
２  写真管理

３  型枠脱時期の判定（平成４年３月３０日付発管第２３６号で通知）
      コンクリートの型枠脱型時期の判定については次のとおりとすること。
    ただし、建築工事は除くものとする。
  （１）コンクリート温度と強度との関係式（表－１）及びコンクリート温度と
      強度速見表（図－１～４）を参考に脱型時期を判定してもよい。
  （２）（１）によりがたい場合、現場において供試体１本（各材令当り）採取
      し、その試験結果で判定してもよい。
  （３）当該工事のコンクリート打設日から２週間以内に同一強度の試験結果が
      ある場合、このデータに基づき判定してもよい。
４  港湾構造物の品質管理基準（平成４年３月３０日付発管第２４１号で通知）

表－１コンクリート温度と強度の関係式
                                         【セメント：高炉セメントＢ種】



                                                 

                                                 
  


